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本手引きに関する留意点 

   

〇 日本学術振興会から、８月１日付で令和５年度科研費：基盤研究（B・C）、挑

戦的研究（開拓・萌芽）、若手研究、研究成果公開促進費に関する公募の通

知がありました。   

※ 公募に必要な Wordファイルを作成される際には、必ず８月１日以降に公開された

最新の Wordファイルをダウンロードし使用してください。良い内容の研究計画調

書であっても、前年度の Wordファイルでは採択されませんので、ご注意くださ

い。 

〇 応募書類の提出について、日本学術振興会への提出期限は、10月５日（水）

16時 30分ですが、学内締切日は９月 12日（月）となります。  

※ 学内締切日までに提出できなくても、担当者への電話連絡等は不要です。 

※ 学内締切後に提出された応募書類は十分なチェックを行うことができませんのでご

了承ください。 また、学内締切日に間に合うように、期限内に不完全な研究計画

調書を提出されても十分なチェックはできませんのでご了承ください。 

※ 事務局担当者のチェックが不要の場合は、研究計画調書のデータを提出（送信）

し、両面印刷で１部、研究支援課へ９月 28日（水）までにご提出ください。その

際、付箋等で【チェック不要】とお知らせください。データはそのままお預かりい

たします。 

 

 

 

科研費応募に関連するサイト 

〇 文部科学省（MEXT）  

https://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/hojyo/main5_a5.htm 

〇 (独)日本学術振興会（JSPS）   

https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/index.html 

〇 府省共通研究開発管理システム（e-Rad）  

  https://www.e-rad.go.jp/ 

〇 科研費電子申請システム 

https://www-shinsei.jsps.go.jp/kaken/index.html  

〇 KAKEN（科研費データベース）  

https://kaken.nii.ac.jp/ja/  
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＜令和５(2023)年度公募における主な変更点等＞ 
 
 
（１）公募スケジュールの変更 
○令和５(2023)年度学術変革領域研究（Ａ・Ｂ）において、以下のとおり公募

スケジュールの早期化を行いました。 
 なお、その他の研究種目については、令和４(2022)年度の公募スケジュール

から変更はない予定です。 
 

 〇令和５(2023)年度学術変革領域研究（A・B）の公募、審査結果通知時期（予定） 

研究種目名 公募開始時期 公募締切時期 審査結果通知時期 

学術変革領域研究（Ａ） 令和４年５月２３日 

（令和３年８月２０日） 

令和４年７月１９日 

（令和３年１０月１８日） 

令和５年２月下旬 

（令和４年６月１６日） 

学術変革領域研究（Ｂ） 令和４年５月２３日 

（令和３年８月２０日） 

令和４年７月１９日 

（令和３年１０月１８日） 

令和５年２月下旬 

（令和４年５月２０日） 

※ 下段（ ）内は、令和４年度公募のスケジュールを示す。 

 

【参考：主な研究種目の公募・審査結果通知時期（予定）】 

研究種目名 公募開始時期 公募締切時期 審査結果通知時期 

特別推進研究 

 

令和４年７月１日 

（令和３年７月１日） 

令和４年９月５日 

（令和３年９月６日） 

令和５年３月下旬 

（令和４年３月１８日） 

基盤研究（Ｓ） 令和４年７月１日 

（令和３年７月１日） 

令和４年９月５日 

（令和３年９月６日） 

令和５年５月上旬 

（令和４年４月２７日） 

基盤研究（Ａ） 令和４年７月１日 

（令和３年７月１日） 

令和４年９月５日 

（令和３年９月６日） 

令和５年２月下旬 

（令和４年２月２８日） 

基盤研究（Ｂ・Ｃ） 

若手研究 

令和４年８月１日 

（令和３年８月１日） 

令和４年１０月５日 

（令和３年１０月６日） 

令和５年２月下旬 

（令和４年２月２８日） 

挑戦的研究（開拓・萌

芽） 

令和４年８月１日 

（令和３年８月１日） 

令和４年１０月５日 

（令和３年１０月６日） 

令和５年６月下旬 

（令和４年６月３０日） 

※ 下段（ ）内は、令和４年度公募のスケジュールを示す。 

 
○公募開始時期とともに、公募締切時期の早期化が行われていることに十分留

意してください。 
 

○重複制限が適用される研究種目のうち公募時期が異なるものがありますの
で、「重複制限一覧表」を十分確認してください。重複制限が適用される場
合には、既に電子申請システム上で提出（送信）済みの課題を取り下げたと
しても、もう一方の研究種目に新たに応募することはできません。 

 
（参考）特別推進研究及び基盤研究（Ｓ）の令和６(2024)年度公募は、スケジュ

ールをさらに早期化し、令和５(2023)年４月に開始する予定です。 
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（２）「審査区分表」の改正等について 

○令和５(2023)年度科研費の公募より適用する「審査区分表」について見直し
を行いました。 
詳細は、下記文部科学省ＨＰを参照してください。 
https://www.mext.go.jp/content/20220318-mxt_gakjokik-000021232.pdf 

 
【改正のポイント】 

・小区分の「内容の例」の見直し 
（小区分・中区分・大区分は現行を維持し、小区分に付される「内容の例」
の見直しを実施） 

 
・「基盤研究（Ｂ）」における複数の小区分での合同審査の実施 
（「基盤研究（Ｂ）」において、著しく応募件数の少ない状況にある一部の 
小区分について、複数の小区分での合同審査を実施） 

 

（３）若手研究（２回目）と挑戦的研究（開拓）の重複制限緩和について 
○令和５(2023)年度公募より、若手研究者支援を更に充実するため、若手研究

（２回目）と挑戦的研究（開拓）との重複応募・受給制限を緩和します。 
 
（４）挑戦的研究の事前の選考による審査結果の通知について 
○令和５(2023)年度公募より、挑戦的研究（開拓・萌芽）の事前の選考により

不採択となった研究課題について、事前の選考による審査の終了後、電子申
請システムにより研究代表者及び研究機関に審査結果を通知します。 

 
（５）研究活動スタート支援の応募要件の変更について 
○令和５(2023)年度研究活動スタート支援の応募要件を変更し、以下のＡ）又

はＢ）のいずれかに該当することとします。（当該種目の令和５(2023)年度
公募要領参照（令和５(2023)年３月上旬公募開始予定）) 

 
Ａ） 令和４(2022)年１０月１日以降に科学研究費助成事業の応募資格を得、かつ文部科

学省及び日本学術振興会が公募を行う以下の研究種目（※）に応募していない者 

Ｂ） 令和４(2022)年度に産前産後の休暇又は育児休業を取得していたため、文部科学省

及び日本学術振興会が公募を行う以下の研究種目（※）に応募していない者 

 

（※）令和５(2023)年度科研費「特別推進研究」、「学術変革領域研究」、「基盤研究」、

「挑戦的研究」及び「若手研究」 

 
（６）研究インテグリティについて 
○「研究インテグリティの確保に係る対応方針について」（令和３年４月２７

日統合イノベーション戦略推進会議決定）等を踏まえ、研究活動の透明性の
確保のため、必要な対応を実施しています。 
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 令和５(2023)年度公募においても引き続き、研究活動の透明性の確保に係る
情報について、研究計画調書に記載することとしています。 
なお、令和６(2024)年度公募以降は、e-Rad に登録された当該情報が科研費電
子申請システムに連携されるよう、システムの改修を行う予定です。 

（主な対応） 

 ・研究計画調書の「研究費の応募・受入等の状況」欄に国内の競争的研究費のみな

らず、国外も含めた研究資金を記載することを明確にしています。 
  

・研究計画調書の「研究費の応募・受入等の状況」欄に記載した研究課題を応募

・受入れるに当たっての所属組織・役職を記載することとしています。 
 

 ・研究計画調書は、応募者が関与する全ての研究活動に係る透明性の確保のため

に必要な情報について、所属研究機関の取扱いに基づき所属研究機関と適切に

共有するとともに、外国為替及び外国貿易法（昭和 24 年法律第 228 号）に基づ

き規制されている技術の取扱いを予定している場合には、当該法律や所属研究

機関の規程等を踏まえ、安全保障貿易管理体制や対処方法等を十分に確認した

上で提出することとしています。 

 
なお、研究計画調書に事実と異なる記載をした場合には、研究課題の不採択、

採択取消し、又は減額配分をすることがあります。 
 
（７）審査への参画について 
○一部の研究者に審査負担が偏ることがないよう、研究者全体で科研費の審査

を支えていくためには、審査委員を引き受けることが研究者の責務であり、
学術研究を支えるためにも重要であることを明記しています。 
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昨年までの変更点、留意事項等 

 

令和 4(2022)年度公募での変更点 

●公募スケジュールの早期化：概ね、1～2ヶ月程度の前倒しとなり、研究種目により今後

も早期化が予定されます。 

●研究計画調書様式の見直し：「１ 研究 目的、研究方法など」及び「２ 本研究の着想に

至った経緯など」の見直しを 実施しました。 

 

令和 3(2021)年度公募での変更点 

●「若手研究」の研究期間が「２～４年間」から「２～５年間」に変更されます。 

●「若手研究」の応募要件は研究者の年齢に関係なく「令和４年４月１日現在で博士の学

位を取得後 8年未満の研究者」となります。 

2018年から行われていた今までの応募要件の経過措置（39歳以下の博士号未取得者の

応募）は終了しました。 

●「基盤研究」種目群を一度でも受給した者については、「若手研究」への応募が認められ

なくなりました。 

 

令和 2(2020)年度公募での変更点 

●「若手研究（２回目）」と「基盤研究(S・A・B)」との重複応募が可能になりました。た

だし、重複受給はできませんので、両方採択された場合は「基盤研究等」を優先（若手

研究は辞退）となります。 

●「研究活動スタート支援」と他の種目との重複受給が可能になりました。「研究活動スタ

ート支援」の２年目に他の種目が採択された場合、両方とも受給できます。 

●「挑戦的研究(開拓)」と「基盤研究(B)」との重複応募、重複受給が可能になりました。 

●各種目の様式の【応募者の研究遂行能力及び研究環境】欄に「必要に応じて適切な研究

業績を記載できること」が留意事項に追記されます。 

 

平成 31 (2019)年度公募での変更点 

●審査の際に審査委員が、researchmap 及び科学研究費助成事業データベース（KAKEN）

の掲載情報を必要に応じて参照することとしました。 

●研究分担者の承諾が紙媒体の提出から電子申請システム上で行うようになりました（別

添資料参照）。 

●育児休業等と同様に、海外渡航時における科研費の中断・再開制度が導入されました。 
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令和５年度科研費公募に係るスケジュール 

日程 申請者 研究支援課 

令和４年 

８月１日(月)～ 

 

（ｼｽﾃﾑでの WEB 

 入力可能時期： 

８月４日(木)） 

●公募要領等の確認 

●研究計画調書(WEB 入力項目+ Word ファイル（添
付ファイル項目）)の作成 

①Word ファイル（添付ファイル項目）の作成 

…様式を文部科学省･日本学術振興会の 

HPから取得後作成 

      ↓ 

②研究計画調書の作成 

…科研費電子申請システム上で、Web 項目 

入力(e-Rad の ID・パスワードが必要） 

  ※Word ファイル（添付ファイル項目）を作成
後、PDFファイルに変換し、システムへｱｯﾌﾟ
ﾛｰﾄﾞしてください。 

  ※操作等は、配付した資料、あるいは本学の科
研費 HPにてご確認ください。 

○随時、e-Rad上で、

研究者情報の登録・

変更 

９月 12日(月) 
●学内締切日 

研究計画調書(確認用、片面印刷 1部)を 
研究支援課へ提出 ○研究計画調書の 

確認、修正依頼等 

 

修正があれば、修正し、 
修正がなければ、システム上で 

「確認完了・提出 ボタンをクリック注） 

        ↓ 

●完成した研究計画調書のデータ送信 

期限日：９月 28日（水） 

データを送信後、お返ししたチェックシート一式
と研究計画調書(修正（最終）版、両面印刷 1部)を
研究支援課へ提出 

○以降、最終確認 

および 

 学長までの決裁 

10 月３日(月) 

午前中（予定） 

○科研費電子システム上で、研究支援課から（独）日本学術振興会へ 

データを提出（送信）   ※提出後の差替えは出来ません。 

※日本学術振興会への提出期限は、10月５日(水) 16：30 です。 

注）申請者が科研費電子申請システム上で「確認完了・提出｣ボタンを押しても、
研究計画調書が、直接、日本学術振興会へ提出されることはありません。 
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 ８月１日付け募集種目・提出期限・応募の手続き・分担の承諾等  
  

本学「科研費ホームページ(HP)」（後半部分に入口を掲載）に

Wordファイルや作成上の注意等のリンクを張った PDFファイルを

掲載していますので、併せてご活用ください。 

 

１．募集種目 

（独）日本学術振興会募集分： 基盤研究（B・C）、挑戦的研究（開拓・萌芽） 

若手研究（※１）、研究成果公開促進費（※２） 

※１ 若手研究の応募要件が昨年度から変更されています。 

研究者の年齢に関係なく「令和５年４月１日現在で博士の学位を取得後 8年未

満の研究者」となります。公募要領をご確認ください。 

※２ 研究成果公開促進費のうち、「ひらめき☆ときめきサイエンス」および本学で

事務委任を行うこととなる「学術図書・データペース」 

 

２．学内締切日 

申請書である「研究計画調書」は大学（事務担当者）から(独)日本学術振興会に提出しま

す。学内での手続きをスムーズに行うため、以下のとおり学内締切り日を設定しています。 

締切日は厳守していただくようお願いします。 

●学内提出締切：９月１２日（月） 

 「科研費電子申請システム」上で研究計画調書（PDFファイル）の作成を行い、片面印

刷したもの１部を「学内提出締切日」までに研究支援課へ提出してください。 

 研究支援課では提出された研究計画調書の内容確認を行い、修正があれば研究者へ返

却します。 

※ 学内締切後に提出された場合、十分なチェックができませんのでご了承ください。  

※ 事務局担当者のチェックが不要の場合は、研究計画調書のデータを提出（送信）

し、両面印刷で１部、研究支援課へご提出ください。その際、付箋等で【チェック不

要】とお知らせください。データはそのままお預かりいたします。 

修正依頼があった場合には、速やかに修正のうえ、システム上で送信を行い、両面印

刷した研究計画調書１部を「完成した研究計画調書のデータ送信期限：９月 28日(水）」

までに研究支援課へ提出してください。 

※ 例年、修正（最終）版提出締切日までに完成しない研究計画調書が多く、学長への事前

決裁が難しい状況です。完成した研究計画調書のデータ送信期限は厳守してください。  

 

３．データ送信日 

〇日本学術振興会へのデータ送信予定日：10 月３日（月）午前中（予定） 

 提出された研究計画調書等の最終確認、学長への決裁等を行った後、本学事務担当者

から日本学術振興会あてに、データを送信します。 

（システムトラブル等を考慮し、送信締切の数日前に、本学から送信する予定です。） 
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 日本学術振興会へデータが送信されると、データの修正等は一切できません。 

〇日本学術振興会への送信締切：10 月５日（水）16：30 

 

４．応募の手順 

科研費へ応募するには、研究代表者が「科研費電子申請システム（以下、「システム」とい

う）」にアクセスし、WEB 上にて「WEB入力項目」の入力と「Word ファイル（添付ファイル項

目）」のアップロードを行い、研究計画調書（PDF ファイル）の作成を行うことが必要です。 

① 下記、申請書類等の入手先から、「Word ファイル（添付ファイル項目）」をダウンロード

し、作成してください。 

申請書類入手先：基盤研究（B・C）、挑戦的研究、若手研究、研究成果公開促進費 

https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/03_keikaku/download.html 

② システムにログインし、「WEB入力項目」の入力と、「Wordファイル（添付ファイル項

目））のアップロードを行い、研究計画調書（PDF ファイル）を作成してください。この

段階では、システム上でのデータは、提出（送信）してもしなくてもどちらでも構いま

せん。 

※ 提出（送信）されたデータは、一旦、本学事務担当者のところに留め置かれ、日本学術振興

会等に直接、提出（送信）されることはありません。 

  ●研究分担者がいる場合は、「応募情報入力画面」の「研究組織」欄に研究分担者情報を

入力、一時保存をしてから、研究分担者へメール等で直接、承諾を依頼してください。 

※ Word ファイル（添付ファイル項目）をアップロードしなくても、一時保存すると研究分担者

への承諾依頼ができます。 

※ 研究分担者及び研究分担者が所属する研究機関からの承諾（承認）を得なくても確認用の

PDFファイルは印刷できます。 

※ 但し、研究分担者全員の承認が得られない場合、最終的な研究計画調書の提出（送信）はで

きませんので、早目に作業し、研究分担者へ承諾を依頼してください。 

③ 作成した研究計画調書（PDFファイル）１部を片面印刷し、研究支援課へ提出すると同時

に研究支援課に設置している「受付簿」に必要事項等を記載してください。 

  （「受付簿」への記載は、研究支援課に最初に提出する際の１回だけです。） 

学内提出締切：９月１２日（月） 

※ 研究計画調書を作成されたら、必ず紙媒体での提出をお願いいたします。200 件ほどのデー

タがシステム上に集まりますので、内容未チェックの課題かどうかを研究支援課では簡単に

確認できません。ご協力をお願いします。また、途中で作成をやめたデータは、科研費電子

申請システム上で必ず削除してください。 

④ 研究支援課では研究計画調書の内容確認を行い、チェックシートをつけて研究者へ返却し

ます。修正が必要な場合、データが事務担当者へ送信されていれば、データも返却しま

す。 

⑤ 修正依頼があった場合、研究者は研究計画調書に記載されたチェック事項等を参考に内容

の確認・修正等を行い、再度、電子申請システム上で送信をしてください。 
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⑥ データを送信後、修正した研究計画調書１部を両面印刷にて、お返ししたチェックシー

ト一式とともに研究支援課へ提出してください。 

  （２回目以降、修正された研究計画調書を提出する場合、「受付簿」への記載は不要です。） 

完成した研究計画調書のデータ送信期限：９月２８日（水） 

※ 研究支援課から修正依頼を行った後、研究計画調書がそのまま放置されることが多発してい

ます。修正依頼があれば、速やかに修正・再提出をお願いいたします。締切ギリギリの再提

出の場合は再々修正の時間が確保できないことがあります。 

⑦ 修正完了後の研究計画調書とデータの受領を確認しましたら、「確認完了通知」をお返し

しています。 

⑧ 提出された研究計画調書やデータの最終確認、学長への決裁等を行った後、本学事務担

当者から日本学術振興会へ 10月３日（月）午前中を目途に、日本学術振興会へデータを

提出（送信）します。 

⑨ 日本学術振興会への提出（送信）締切は 10月５日（水）16時 30分です。 

 

 ５．分担の承諾について（中程にフロー図、操作方法の最後に研究分担者が行う操作を添付） 

 今までの「紙媒体の提出による研究分担の承諾」から、システム上での「研究分担

者本人が承諾」→「研究分担者が所属する研究機関の承認」に変更されました。 

◎研究代表者が行う手続き（研究分担者になってもらうことを依頼） 

 システム上の研究組織に研究分担者を登録、一時保存を行い、研究分担者に電話や

メール等で承諾を依頼する。 

◎研究分担者が行う手続き（研究分担者になることを承諾） 

 研究分担者は、システムにログインし、承諾（又は不承諾）を選択（承諾する場合

は学位とエフォートの入力が必要）する。 

◎研究分担者が所属する研究機関が行う手続き（研究分担者になることを承認） 

 研究機関は、システムを通じて届いた、研究分担者が承諾した情報に対して、承認

等の手続きを行う。 

上記、研究分担者の承諾および研究機関の承認が得られないと、研究計画調書を研究

機関に提出（送信）することができませんので、ご留意ください。 

 

６．【Researchmap 及び科学研究費助成事業データベースの活用】重要 

・審査委員が審査の際に、上記の掲載情報を必要に応じて参照できるようになりますの

で、Researchmap への研究者情報等の積極的な登録をお願いいたします。また、その

際は必ず「研究者番号」を登録してください。 

 

７．バイアウト経費の計上について 

バイアウト経費については、競争的研究費申請時の研究計画調書に計上する際には、当該

研究費申請の前までに「バイアウト利用申請書」を提出（提出先：研究支援課）し、学内審

査を経た上で理事長の承認を得る必要があります。 
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また、競争的研究費の採択後、バイアウト経費支出に係る計画に変更が生じた場合も、再

度、同様の手続き（理事長の承認）が必要です。 

審査には時間を要しますので、該当する研究者は早めに研究支援課へお問い合わせくださ

い。 

 

８．留意事項 
①応募資格の確認 

研究代表者及び研究分担者は、以下の要件を満たす研究者であると本学で認められ、

e-Radに｢科研費の応募資格有り｣として研究者情報が登録されている必要があります。  

    ＜要件＞ 

①研究機関に、当該研究機関の研究活動を行うことを職務に含む者として、所属 

する者であること 

    ②当該研究機関の研究活動に実際に従事していること(研究の補助のみは除く。) 

    ③大学院生等の学生でないこと(大学教員や企業等の研究者等で、学生の身分も 

     有する者は除く。） 

    その他 公募要領確認 

 
②注意事項 

○｢公募要領｣、｢作成･入力要領｣及び｢Word ファイル（添付ファイル項目）に記載の指示

書き｣を確認の上、作成してください。 

 手引きの後半部分に、本学の「科研費ホームページ」への入り口をご案内していま

す。「科研費ホームページ」の【公募】情報欄には、上記、資料を入手するためのリン

クも掲載していますので、ご確認ください。 

○Word ファイル（添付ファイル項目）の容量は５MBまでです。 

○研究計画調書はモノクロ(グレースケール)印刷を行い、審査委員に送付されるため、

印刷した際、内容が不鮮明とならないようご注意ください。 

〇「論文別刷代」の費目上の取扱いの変更 

一昨年の公募時までは、WEB入力での経費計上の際、「論文別刷代」は【消耗品費】

とご案内していましたが、現在公開されている『府省共通経費取扱区分表』に合わ

せ、昨年の公募から「論文別刷代」の取扱いを【その他】費に変更していますの

で、ご注意ください。 

③継続研究課題の研究期間の短縮による新規応募の取り扱いについて 

原則として、継続研究課題を辞退して新しい研究課題を応募することはできませんが、 

研究が予想以上に進展し、当初の到達目標を既に達成したため、研究種目を変えて更なる

研究発展を目指す場合は、令和４年９月５日(月)までに当該研究課題の補助事業完了届及

び完了理由書を提出した上で、新しい研究課題の応募ができます。８月 19日（金）まで

に研究支援課へご連絡ください。     

 

 

④研究支援課への提出物 

  研究計画調書(確認用)………………片面印刷で 1部 
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  研究計画調書(修正（最終）版)……両面印刷で 1部 

 

９．提出先・問合せ先   
※ 要領等をご確認いただいたうえで、公募等に関して質問や不明な点があれ

ば、下記にご連絡ください。 

研究支援課 研究支援係（２号館１階、図書館手前右側） 

（PHS：8378・4050）（sanken@mbox.pub.uoeh-u.ac.jp） 

 

10．参考資料 

以下に、参考資料を添付しています。研究計画調書作成の参考にしてください。 

 ・支出費目の区分について（経費計上の参考） 

 ・研究計画調書チェックリスト（基盤研究(C)用） 

 ・科研費電子申請システムの操作方法について 

 ・研究分担者承諾の手続きについて（研究代表者向け・研究分担者向け） 

 ・本学「科研費ホームページ」への入り口のご案内 
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支出費目の区分について

目　細 具　　体　　例

①備品：１単位（１個、１式、１セットあ
るいは１台等）の取得価格が２０万円以上
であって耐用年数が１年以上のもの

②消耗備品：３万円以上２０万円未満で
あって耐用年数１年以上のもの

①備品：取得価格が５０万円以上のもの

②消耗備品：取得価格が１０万円以上５０万
円未満のもの

消耗品費 取得価格が１０万円未満のもの

①耐用年数が１年未満のもの

②３万円未満であって耐用年数１年以上の
もの

依頼された業務のための経費

資料整理、実験補助（有期補助職員等（契約職員）
等）

翻訳・校閲、専門的知識の提供（英文添削等、人に
依頼した場合）、アンケートの配付・回収、研究資
料の収集、セミナー講師等への謝金、被験者等、協
力を得た人への謝礼

①設備備品の設置・取り付け、固定、調整
②設備備品の設置に必要な床の補強、防振材の取り
付け、電源やガスの新設、水道の配管、排水・排気
の配管の設置

支援施設利用料、印刷費、複写費、通信運搬費（切
手、実験用機器等の運搬費等）、会議費（会場借
料、食事代、茶菓子代）、レンタル費用（コン
ピュータ、実験機器・器具等）、機器修理代、旅費
以外の交通費、研究成果発表費用（学会誌投稿料、
論文別刷、ホームページ作成費用）、学会参加費、
労働者派遣業者への支払いのための経費、専門的知
識の提供（検査、英文添削等、業者に依頼した場
合）、振込手数料　他

※１　研究計画調書を作成する上で、経費を計上する際の参考資料として掲載しています。
　　　それぞれの費目の【研究計画調書(WEB入力項目)作成・入力要領】の「研究経費とその必要性」に記載の注意事項を
　　　ご確認のうえ、そこに記載されていない支出項目については下記を参考に入力してください。
※２　本学の場合、購入後の図書は消耗品扱いになりますが、研究計画調書に計上する場合は、設備備品費となります。
　　　また、多数の図書、資料を購入する場合は「西洋中世政治史関係図書」のように、ある程度、図書、資料の内容が
　　　判明するような表現で入力してください。

当該研究を遂行するために協力する外国に居住する研究者
の招へい費

当該研究を遂行するために必要な経費であって、上記の支
出費目に入らないもの

資料収集・各種調査・研究の打合せ・成果発表等に
関する経費（交通費、宿泊費、日当）

器具機械、標本類、薬品保管庫、データ整理や分析
に必要となるコンピュータ等

薬品等、実験用動物・飼料、実験用具（ガラス・プ
ラスチック器具、ディスポ－ザブル製品　他）、文
具等業務用消耗品（記録紙、アンケート用紙等）、
ＯＡ用消耗品（トナー、USBメモリ、CD-R　他）、
謝礼品（謝礼用図書カード・クオカード等）、図書
等

データ整理や解析に必要な市販ソフトウェア、開
発ソフトウェア

（文科科研費）

物品費

招へい旅費

外国旅費

当該研究を遂行
するための直接
必要な機械器
具、特殊な用途
の什器類

国内旅費

解　　　　　　　　説

設備備品費

消耗品費

当該研究を遂行するために直接係る研究代表者、研究分担
者、その他研究に協力する者の出張費

区　分

旅費

ソ
フ
ト
ウ
ェ

ア

設備
備品費

当該研究を遂
行するための
直接必要な市
販ソフトウェ
ア及び開発ソ
フトウェア等

その他

当該研究を遂行するために必要な軽微な据付費等

謝　金

賃　金

その他

当該研究を遂行するために協力する者への報酬、賃金、給
与

当該研究を遂行するために直接係る謝礼費

人件費
・謝金

当該研究を遂行
するために直接
必要な消耗品
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参考資料 

令和５（2023）年度科研費 研究計画書（基盤研究 C）チェックリスト  

・（「科研費 獲得の方法とコツ 改訂第 7版」 

児島将康著（羊土社 科研費申請 ToDo＆Checkリストから一部抜粋） 

 

参考までに、基盤研究(C)のチェックリストを掲載しています。他の研究種目に

も共通する項目がありますので、必要に応じ、参考にしてください。 

 

全般的な注意点 

□ 令和 5 年度公募の様式を使用しているか。  

□ ダウンロードした際に Wordファイルの様式が変更されていないか。 ページが追加・削除さ

れていないか。所定のページのヘッダーが表示されているか。 

□ フォントは、11 ポイント以上か。 誤字・脱字・文字化けがないか。 

 

表紙 ・ 研究課題情報・ 研究組織 （web 入力項目） 

□ 研究計画を的確に表す研究課題名か。 専門的すぎる用語を使用していないか。 

□ 学位はきちんと記入されているか。  （例：博士（医学）・学士、 ダメな例：あり・なし） 

□ 開示希望の有無が「審査結果の開示を希望する」となっているか。 

□ 研究分担者に承諾を依頼したか。 

□ 役割分担の記載に問題がないか。  

代表者のみの研究 ： 「研究全般」「研究代表者」等で可。  

研究分担者を含む研究 ： 各研究者の役割が具体的に記入されているか。（代表者は「研究

の統括」でも可） 

 

研究目的、研究方法など （添付ファイル項目） 

□ 概要が 10 行程度で記載されているか。簡潔でわかりやすいか。 

□ 所定のページ以内に収まっているか。 

□ 研究目的は具体的か。 

□ 適宜文献を引用しているか。予備的なデータを示しているか。 

□ 申請年度と次年度以降に分けて、研究計画を記載しているか。研究計画は具体的か。 

□ 計画通りに進まない時の対応を書いているか。 

□ 研究分担者がいる場合、研究代表者と研究分担者との研究体制や役割分担を記載している

か。 

□ 小見出しや箇条書き、余白などを使って、読みやすく工夫しているか。 

 

本研究の着想に至った経緯など （添付ファイル項目） 

□ 所定のページ以内に収まっているか。 

□ 申請者ならではの着想に至った経緯、オリジナルな理由を書いているか。 

□ 研究計画を進めるための準備、研究施設や設備が整っていることを記載しているか。 

 

応募者の研究遂行能力及び研究環境 （添付ファイル項目） 

□ 所定のページ以内に収まっているか。 

□ これまでの発表論文のどのような点が応募者の研究遂行能力を示すことになるのか、簡単な

説明を書いているか。 

□ これまでの研究活動が、単に発表論文のリストになっていないか。 

□ 研究遂行のための施設・設備・研究試料・研究資料が整っていることを記載しているか。 
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□ 必要な機器が手元にない場合、どこでその機器を使用するかが書かれているか。 

□ 「○○に相談する」「○○の指導を仰ぐ」などと書いていないか。自分が主体となってやると

いうことをアピールできているか。 

 

人権の保護及び法令等の遵守への対応 （添付ファイル項目） 

□ 所定のページ以内に収まっているか。 

□ 研究計画に必要な、所属機関の倫理委員会、遺伝子組換え実験安全委員会、動物実験委員会

などの承認を受けているか。既に承認済みの場合は、承認番号等が記載されているか。 

□ 該当しない場合は、「該当なし」と記載されているか。 

 

研究計画最終年度前年度応募を行う場合の記述事項 （添付ファイル項目） 

□ 該当する場合：必要事項が記載されているか。 該当しない場合：ページを削除せず、空欄

のままか。 

 

研究経費とその必要性 （web 入力項目） 

□ 年度ごとの合計額が 10 万円以上となっているか。 

□ 設備備品の設置機関名は、「産業医科大学」となっているか。（設置する場所が、病院や若松

病院であっても、機関名は「産業医科大学」となる） 

□ 「設備備品費」と「消耗品費」の計上に誤りがないか。 （添付の【支出費目の区分につい

て】を参照） 

□ 「消耗品費」や「その他」の明細がわかりやすい記載となっているか。「○○用試薬」「ガラ

ス器具」等その品名ごとに記載しているか。詳しい記載は必要性欄に記載しているか。 

□ 「国内旅費」「外国旅費」「人件費・謝金」について、明細欄と必要性欄から必要な情報が確

認できるように記載されているか。 

・学会参加：学会名、予定日数、開催地、目的（情報収集・成果発表等）、打合せ：場所、予

定日数） 

・人件費：雇用人数、勤務日数（研究協力者１名×12ヶ月） 

・謝金：単価・回数・時間数（アンケート謝礼〇人×5 千円×5回）など） 

□ 業者への外注費（遺伝子解析、英文校正等）が「その他」に計上されているか。（英文校正で

も個人に依頼する場合は、「謝金」に計上、会社に依頼する場合は、「その他」に計上） 

□ １つの経費項目に偏った申請をしていないか。１つの費目（設備備品費、旅費、人件費・謝

金、その他）が全体の 90％を超える場合は説明を書いているか。 

 

研究費の応募・受入等の状況 （web 入力項目） 

□ 【資金制度・研究費名】の欄に、研究費の名称・研究期間・配分機関等名が入力されている

か。 （科研費以外の研究費は手入力のため要注意） 

□ 研究分担者として参画する研究の場合、【研究課題名】の欄に（ ）書きで研究代表者名が入

力されているか。 （応募者が研究代表者で参画する研究では入力不要） 

□ 【令和 5 年度研究経費（期間全体の額）】の欄に、正しい金額が記載されているか。 

・上段の数字は、研究組織欄の研究者本人の金額となる。 

・研究分担者がいない場合、下段の（ ）の数字は応募総額と一致。※右側欄の総額とも一致 

・研究分担者がいる場合、下段の（ ）の数字は応募総額と異なる。（※応募総額から研究期

間内に研究分担者への配分額を除く） 

・自分が研究分担者の場合は、上段の数字は次年度に配分を受ける分担金の金額。下段の

（ ）の数字は、研究機関内に受ける分担金の総額。  

□ 【研究内容の相違点・研究期間全体の受入額】の欄について、本応募課題は総額のみ記載。  

・他に応募する研究費・受け入れる研究費がある場合は、研究内容の相違点等を記載。  

・研究分担者として応募する研究費、科研費以外の研究費の場合は、総額は記載不要。 
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※研究代表者本人が行う手続きにマーカーを付しています。 

研究分担者承諾の手続きについて（研究代表者向け） 

 
Ⅰ．手続きの流れ（フロー図） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※手続きはすべて電子申請システム上で行います。 

 
Ⅱ．研究代表者が行う手続き 

 
 ① 研究代表者が、研究者に研究分担者となることを依頼する 

 研究課題情報入力（研究組織表）画面から、研究分担者とする研究者の情報を登録し、

当該研究者に研究分担者になることを依頼します。 
 
 ② 依頼した研究者が研究分担者となることを承諾する 
 ③ 依頼した研究分担者の所属研究機関が、当該研究者が研究分担者として研究計画に参

画することを承諾する 
 
 ④ 研究代表者が研究計画調書を所属研究機関へ提出する 

 依頼した研究者が研究分担者になることを承諾し、かつ当該研究者が所属する研究機

関が研究分担者になることを承諾すると、研究代表者が所属する研究機関へ研究計画調

書の提出が可能になります。 
 ⑤ 研究代表者の所属研究機関が日本学術振興会へ研究計画調書を提出する。 
 
 ※ 研究分担者承諾後の登録内容の修正 

エフォート等、研究分担者が承諾内容の修正をする場合は、研究代表者が差し戻しを

行うことで可能となります。 
差し戻し手続き後、改めて研究分担者が所属する研究機関による承諾手続きは必要あ

りません。 
 

 ※ 研究分担者となることの依頼への不承諾があった場合 
不承諾の研究者が研究組織にいる場合、研究計画調書の提出ができません。当該研究

者を研究組織から削除してください。 

※承諾後の修正は、 

差し戻し手続きで可能 
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※研究分担者本人が行う手続きにマーカーを付しています。 

研究分担者承諾の手続きについて（研究分担者向け） 

 
Ⅰ．手続きの流れ（フロー図） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※承諾の手続きはすべて電子申請システム上で行います。 

 
Ⅱ．研究分担者が行う手続き 

 
 ① 研究代表者が、研究者に研究分担者となることを依頼する 
 ② 研究者が研究分担者となることを承諾する 

  研究代表者から、研究分担者となることの依頼があった場合、電子申請システムの

【応募者向けメニュー】内に【研究分担者承諾】項目が出現します。 
依頼内容を確認し、承諾・不承諾をシステムから登録してください。 
研究分担者となることを承諾すると、所属する研究機関に自動的に研究分担者の承

諾が依頼されます。 
 ③ 研究分担者所属研究機関が、研究者が研究分担者として研究計画に参画することを承

諾する 
 ④ 研究代表者が研究計画調書を所属研究機関へ提出する 
 ⑤ 研究代表者の所属研究機関が日本学術振興会へ研究計画調書を提出する。 
 
 ※ 研究分担者承諾後の登録内容の修正 

エフォート等、研究分担者が登録内容の修正をする場合は、研究代表者が差し戻しを

行うことで可能となります。 
修正を行う場合は、研究代表者へ直接連絡し、差し戻しの依頼を行ってください。 
修正後、改めて研究分担者が所属する研究機関担当者による承諾手続きはありません。 
 

● 研究分担者承諾の手続きは、所属研究機関担当者が許可することにより、部局担当者

でも行うことが可能です。その場合は、研究分担者所属研究機関を研究分担者所属部

局と読替えてください。 
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（参考）
　2019年から大学のホームページ内に科研費ホームページを開設しています。
公募の案内、書類作成の際の記入例や手引き等の参考資料や様々なお知らせ等を
掲載していますので、必要に応じてご確認ください。

科学研究費助成事業（科研費）は、

こちらから

科学研究費助成事業（科研費）の入り

口は、こちら。【研究】をクリック
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